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1 業務概要 

1.1業務目的 

近年、利用状況の低迷、運転手不足等を背景として、地域鉄道や路線バスの減便・廃止が各

地で相次ぐ中、それに伴う代替交通の確保など、地域の移動手段を確保するため、コミュニテ

ィ交通※の導入が各地で進んでいる。九州運輸局においても、令和６年７月に設置された国土

交通省「交通空白」解消本部における取組みの一環として、「交通空白」に係る課題を抱える

自治体や交通事業者に対して、乗合タクシー、公共ライドシェア等に係る制度や国庫補助の説

明、伴走支援等を行い、コミュニティ交通の導入をはじめ、地域の移動手段の確保、すなわち

「交通空白」の解消に向けた各地の取組みを推進しているところである。 

他方で、コミュニティ交通については、導入後における利用者数、乗合率、収支状況等の面

で持続可能性に課題があるものも少なくないところ、導入後の輸送実績等に鑑みて持続可能性

が比較的高いと言えるコミュニティ交通事例、また当該事例における持続可能性が高い要因等

を把握し共有することが、各地のコミュニティ交通における持続可能性の向上につながるもの

と考えられる。特に、旅客の乗合を想定し運賃等を設定しているコミュニティ交通については、

乗合率をいかに高めるかが、持続可能性を高める点で重要な要素のひとつである。 

本調査では、九州運輸局管内における地域鉄道・路線バスの減便・廃止等に伴うコミュニテ

ィ交通の導入事例について調査、整理、分析等を行い、持続可能性の高いコミュニティ交通事

例とその要因を把握することにより、引き続き、「交通空白」に係る課題を抱える自治体に対

して効果的な助言、伴走支援等に繋げることを目的とする。 

※市町村が主体的に運行内容を設計・計画した、コミュニティバス、乗合タクシー、公共ラ

イドシェア等（定時定路線型に加え、デマンド型も含む。）を指す。 

 

1.2業務の内容 

業務項目 業務内容 

(１）地域鉄道・路線バスの

減便・廃止等に伴うコミュ

ニティ交通導入事例の整理 

✓ 代替前の地域鉄道及び路線バスの類型による分類と

代替のコミュニティ交通が運行されている人口・地域

特性を考慮した対象事例の分類と絞り込み  

(２)コミュニティ交通導入

事例における導入後の持続

可能性に関する自治体等調

査の実施 

✓ コミュニティ交通の持続可能性に関する定義を行う  

✓ 定義した内容を確認するためのヒアリングシートを

作成し、対象事例についてヒアリングを行う  

(３)自治体向け説明資料の

作成 

✓ 上記事例分類とヒアリング結果から、似た状況が発生

した際にアドバイスが可能なように整理する  
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1.3発注者 

九州運輸局 交通政策部 交通企画課 

1.4受注者 

九州運輸局管内における地域鉄道・路線バスの減便・廃止等に伴うコミュニティ交通導入後

の持続可能性に関する調査業務日本工営・日本工営都市空間設計共同体 

幹事会社：日本工営株式会社 福岡支店 

1.5業務項目 

（1） 地域鉄道・路線バスの減便・廃止等に伴うコミュニティ交通導入事例の整理 

（2） ｺﾐｭﾆﾃｨ交通導入事例における導入後の持続可能性に関する自治体等調査の実施 

（3） 自治体向け説明資料の作成 

（4） 報告書作成 

 

1.6業務フロー 

 
成果品作成

(1)地域鉄道・路線バスの減便・廃止等に伴うコミュニティ交
通導入事例の整理

②データの収集・整理
➢ 国土数値情報や輸送実績報告書、自治体HPより情報収集

打
合
せ
協
議

(3)自治体向け説明資料の作成

①調査対象の選出
➢ 幹線・支線・代替後運行形態×都市・人口規模で調査候補

を選定

(2)コミュニティ交通導入事例における導入後の持続可能性に
関する自治体等調査の実施

②ヒアリング
➢ 経済面・社会面・運営面それぞれで持続可能性を定義し、

自治体向け説明資料の構成を見据えたヒアリング項目を
設定する

①調査対象の選出
➢ （１）の事例より平均乗車密度をしきい値に、人口規模

や地域特性を考慮して調査対象を抽出

➢ 自治体にとって代替コミュニティ交通検討の時間的猶予が
無いと想定し、「何をいつまでに」実施すべきかをポイン
トを絞って作成

➢ 現状診断に加え、「ヒト・モノ・カネ」の項目について整
理する

計画準備
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1.7実施方針 

実施方針① 人口規模や地域特性を考慮した事例選出  

⚫ 公共交通専門部署の有無や専任担当者の有無は人口規模が影響していることが多く、

政令市・中核市等では専門部署・専任担当者が配置されており、コミュニティ交通の

運営ノウハウが蓄積されやすい 

⚫ 同じ人口規模でも、都市圏のベッドタウンと郊外部で広域合併した自治体では代替コ

ミュニティ交通に求められる役割が異なる 

⚫ 今後想定される地域鉄道・路線バスの廃止等に備え、参考になる知見を収集するため、

人口規模や地域特性を考慮して対象自治体を選出する 

 

実施方針② コミュニティ交通の運行形態に応じたヒアリングの実施  

⚫ 路線定期運行と区域運行とでは、持続可能性を判断するための指標算出が異なる（区

域運行は系統キロそのものが無いなど）ため、運行形態に応じたヒアリング項目を作

成する 

 

実施方針③ 伴走支援活用を意識した「ヒト・モノ・カネ」視点での資料整理  

⚫ 代替前の利用状況や運行区域・運行路線沿線の住居や生活利便施設立地状況の把握な

ど、代替コミュニティ交通運行開始に向け、どのような視点で運行内容・運行形態を

検討したかを把握する 

⚫ 特に、運行開始までの準備・スケジュールや補助金を含む予算、運行委託先の選定、

車両サイズ選定や車両調達など、新たに運行を検討せざるを得ない自治体にとって重

要な情報を中心にヒアリングする 

⚫ 運行にあたって工夫した点や、継続するにあたって代替前の運行を見直した点も併せ

てヒアリングする 
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2 地域鉄道・路線バスの減便・廃止等に伴うコミュニティ交通導入事

例の整理 

2.1調査対象候補の選出 

2.1.1調査対象候補の選出の方針 

実施方針：【転換前の鉄道や路線バスの類型と人口・地域特性を考慮した対象選定】 

➢ 代替前の鉄道や路線バスの幹線支線分類に加え、代替後のコミュニティ交通の運行形態

で 4つに分類する 

➢ 人口や地域特性を 5段階に区分し、対象事例をアンケート・ヒアリング対象に選出 

 

⚫ 代替前の鉄道や路線バスが「幹線」（地域間幹線系統や交通計画等で幹線的路線と位置

づけられている）か「支線」（幹線以外）かで分類・整理する 

⚫ 加えて、代替後の地域コミュニティ交通は、運行形態で路線定期運行、区域運行（い

わゆる乗合タクシーもしくはいわゆるオンデマンド交通）の 3 形態に分類する 

⚫ 人口規模や地域特性によって、補助制度の活用可否、専任部署・専任担当者の有無、

公共交通に関する課題の状況等が変わることを考慮し、「政令市/中核市級」「都市圏ベ

ッドタウン」「人口 10 万人規模の自治体」「人口 5 万人規模の自治体」「小規模な郊外

過疎自治体」等に区分して対象自治体を抽出する 

 

表 調査対象候補の選定の視点 

 地域間や自治体

内の地域間（合

併した地域間）

幹線輸送を転換

した例 

自治体内の支線

バスを路線定期

運行のコミバス

に転換 

自治体内の支線

バスを予約制乗

合タクシー（基

本ダイヤ、定路

線型）に転換 

自治体内の支線

バスをいわゆる

オンデマンド交

通（非固定ダイ

ヤ、自由経路）に

転換 

政令市/中核市

等 

 

   

 

都市圏ベッド

タウン 

  
 

 

人口 10 万人規

模の自治体 

    

人口5万人規模

の自治体 

    

小規模な過疎自

治体 
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2.1.2調査対象候補の整理 

⚫ H23 と R4 の国土数値情報の図面から、路線バス（民間・公営）の差分をとって、廃止

代替の路線を整理した 

⚫ 運輸支局へ提出している系統ごとの輸送実績報告書のデータを参照しつつ、データが

不足する箇所については、適宜デスクトップ調査を行い、持続可能性という観点から

成功事例もしくはその可能性のあると考えられる自治体を抽出した 

 

2.2整理結果 

整理結果は次ページのとおり。 
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⚫ 整理・選出した結果を踏まえ、自治体規模と転換のパターン、調査範囲（7 県）全体か

ら満遍なくヒアリングを行うことを目的に、ヒアリング対象候補を抽出した 

 

表 ヒアリング調査対象候補一覧表（案） 

 地域間や自治体

内の地域間（合併

した地域間）幹線

輸送を転換した

例 

自治体内の支線

バスを路線定期

運行のコミバス

に転換 

自治体内の支線

バスを予約制乗

合タクシー（基本

ダイヤ、定路線

型）に転換 

自治体内の支線

バスをいわゆる

オンデマンド交

通（非固定ダイ

ヤ、自由経路）に

転換 

政令市/中核市等 

― ― ― 

◎チョイソコく

まもと西南 

◎宮交のるーと 

都市圏ベッドタ

ウン 

◎久山町イコバ

ス 

 

◎岡垣町コミバ

ス 

 

― 

〇筑紫野のるー

と 

人口 10 万人規模

の自治体 

◎コミュニティ

バス宮若・宗像線 

〇延岡市コミュ

ニティバス 

〇都城市広域コ

ミュニティバス 

◎豊前・中津コミ

ュニティバス 

〇八代市コミバ

ス 

〇薩摩川内市乗

合タクシー 

〇天草市乗合タ

クシー 

◎チョイソコか

らつ 

〇天草市栖本地

域 AI オンデマン

ド 

人口 5 万人規模

の自治体 

◎佐伯市コミュ

ニティバス 

◎くま川鉄道（災

害時の代替輸送） 

 

※南島原市 島鉄

代替バス 

◎竹田市コミュ

ニティバス 

◎高鍋町・都農町

広域コミバス 

◎種子島わかさ

姫（市街地巡回） 

〇那珂川市コミ

ュニティバス 

〇山都町コミュ

ニティバス 

◎種子島どんが 

タクシー（デマン

ド型乗合タクシ

ー） 

〇豊後大野市あ

いのりタクシー 

 

 

◎島原市コミュ

ニティバス「たし

ろ号」  

〇豊後大野市コ

ミタク 

〇チョイソコみ

なみしまばら 

〇チョイソコし

ぶし 

小規模な過疎自

治体 

◎小国・南小国に

じバス 

※高千穂町・日之

影町 高千穂線代

替バス高千穂線  

〇波佐見町タウ

ンバス 

〇対馬市営バス

（こんどろバス） 

〇香春町かわら

くバス 

〇東峰村乗合タ

クシー 

◎ヒアリング対象候補 

〇事例選出 

※鉄道代替の路線バスの事例を抽出 
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3 コミュニティ交通導入事例における導入後の持続可能性に関する自

治体等調査の実施 

3.1ヒアリング対象の決定 

⚫ 前章までに整理した事例を基に、発注者と協議の上、ポイントを押さえたヒアリング

対象を決定した 
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表 ヒアリング先候補（案） 絞り込み 

県名 自治体・路線

名（ヒアリン

グ先） 

廃止路線バ

ス・路線名 

（鉄道） 

運行開始

年月日 

運行事業者 備考 

福岡県 ◎久山町イ

コバス 

※久山町ヒ

アリンク 

西鉄 27B（ト

リアス～篠

栗駅） 

2019 年 4

月～ 

新宮タクシ

ー 

西鉄の区間廃止に伴

い、町のコミバスとし

て自治体またぎ路線

を運行 

＜ポイント＞ 

・自治体跨ぎ 

・事前から協議調整 

・鉄道駅への接続 

◎岡垣町コ

ミバス（波津

線、松ケ台循

環線） 

※岡垣町ヒ

アリンク 

西鉄バス・

波津線 

松ケ台循環

線  

2018 年

10月～ 

2025 年

10月～ 

西部遠賀交

通  

西鉄の廃止に伴い、町

のコミバスとして運

行 

＜ポイント＞ 

・事業者の手当て 

・予算の確保 

・運行の継続性の工夫 

 

◎コミュニ

ティバス（宮

若・宗像線） 

※宮若市ヒ

アリンク 

JR 九州バス

→筑豊観光

（宮若市コ

ミバス） 

福間線 

（福丸～福

間駅） 

2025 年 3月

廃止 

2019 年

10月～ 

 

2025 年 4

月～（宮

若・宗像

線） 

筑豊観光 

（福間線の

輸送実績あ

り）  

廃止路線とは違うル

ートで新たな運行を

開始。ニーズや生活圏

に応じた対応と推測 

＜ポイント＞ 

・新たな路線の運行 

・廃止路線の利用者対

応 

・隣接自治体との協議 

 

佐賀県 ◎チョイソ

コからつ（厳

木、相知、七

山、浜玉、肥

前、北波多、

大良、鏡） 

※唐津市ヒ

アリンク 

昭和バス 

地域内路線 

2023 年 8

月～順次

導入 

昭和タクシ

ー 

（輸送実績

あり） 

昭和バスの利用の少

ない地域内路線をデ

マンド化。同グループ

の昭和タクシーに移

管 

＜ポイント＞ 

・スムーズな移行 

・地域説明会 

・事業者との関係性 

 

長崎県 ◎島原市コ

ミュニティ

バス「たしろ

号」（チョイ

ソコシステ

ム活用） 

※島原市ヒ

アリンク 

島鉄バス・

島原市内線 

2021 年

10月～ 

島鉄バス 

（輸送実績

あり） 

 

タクシー協

会 

島鉄バスの利用の少

ない市内線をデマン

ド化。同社と地元タク

シー協会に移管 

＜ポイント＞ 

・スムーズな移行 

・地元スポンサー 

・地元名士の寄付 
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県名 自治体・路線

名（ヒアリン

グ先） 

廃止路線バ

ス・路線名 

（鉄道） 

運行開始

年月日 

運行事業者 備考 

熊本県 

 

 

◎チョイソ

コくまもと

西南 

※熊本市ヒ

アリンク 

産交バス 

平木橋線 

沖新線 

海路口線 

2022 年

11月～ 

不明 政令市での利用の少

ない路線をデマンド

化。 

＜ポイント＞ 

・事業者の手当て 

・タクシーとの競合 

・地元スポンサー 

 

◎小国・南小

国にじバス 

※協議会事

務局ヒアリ

ンク 

産交バス 

岳の湯線 

2021年 

10月～ 

地元の運送

会社 

2 自治体共同での路線

を運行。 

＜ポイント＞ 

・事業者の手当て 

・自治体間協議 

・利用促進 

 

◎くま川鉄

道（災害時の

代替輸送） 

※くま川鉄

道ヒアリン

ク 

くま川鉄道 

※現在も人

吉温泉駅 - 

肥後西村駅

間は代行バ

ス（R8 全線

復旧予定） 

2020 年 7

月豪雨で

運休 

2021年 1 

1 月に肥

後西村駅 

- 湯前駅

間が運転

再開 

産交バス 

（代行バス

の輸送実績

はない） 

むつみ交通 

 

つばめタク

シー 

（代行バス

の輸送実績

はない） 

鉄道廃止代替の代わ

りに自然災害による

鉄道代行バスの事例

をヒアリング。 

＜ポイント＞ 

・事業者の手当て 

・予算の確保 

・継続運行の工夫点 

大分県 ◎佐伯市コ

ミュニティ

バス 

※佐伯市ヒ

アリンク 

大分バス 

市内線 

2021年 

10月～ 

大分バス 

（輸送実績

あり） 

佐伯市全域の路線バ

スをコミバス化。 

＜ポイント＞ 

・事業者の手当て 

・予算の確保 

・運賃収入減対応 

 

◎竹田市コ

ミュニティ

バス 

※竹田市ヒ

アリンク 

大野竹田バ

ス 市内線 

（長湯・久

住線） 

2006年 

4月～ 

大野竹田バ

ス 

竹田市の利用の少な

い路線をコミバス化。 

＜ポイント＞ 

・移行にあたっての課

題 

・予算の確保 

◎豊前・中津

コミュニテ

ィバス 

※中津市ヒ

アリンク 

西鉄バス 

行橋・中津

線（2004 年

廃止） 

2010年 

4月～ 

大交北部バ

ス 

（輸送実績

あり） 

自治体跨ぎの路線と

してコミバスを運行 

＜ポイント＞ 

・自治体間協議 

・事業者の手当て 

・運行の決め手、継続

性 
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県名 自治体・路線

名（ヒアリン

グ先） 

廃止路線バ

ス・路線名 

（鉄道） 

運行開始

年月日 

運行事業者 備考 

宮崎県 

 

 

◎高鍋町・都

農町広域コ

ミバス 

※高鍋町 or

都農町ヒア

リンク 

宮崎交通 

高鍋～道の

駅つの  

2023年 

10月～ 

三和交通 自治体跨ぎの路線と

してコミバスを運行 

＜ポイント＞ 

・自治体間協議 

・事業者の手当て 

・運行の決め手、継続

性 

 

◎宮交のる

ーと 

※宮崎交通

ヒアリンク 

宮崎交通 

恒久・田吉

地区路線 

2024年 

3月～ 

宮交グルー

プ 

（輸送実績

あり） 

宮崎市内の利用の少

ない路線をデマンド

化。 

＜ポイント＞ 

・移行にあたっての課

題 

・予算の確保 

 

鹿児島

県 

 

◎ 種 子 島 

西之表市市

街地循環バ

スわかさ姫・

西之表市デ

マンド型乗

合タクシー

どんがタク

シー 

※西之表市

ヒアリンク 

 

路 線 バ ス

（種子島・

屋 久 島 交

通） 

2009年撤退 

「わかさ

姫」2015

年 6 月～

（ 要 確

認） 

 

「どんが

タ ク シ

ー」2012

年～ 

種子島・屋久

島交通株式

会社  

（輸送実績

あり） 

 

市丸タクシ

ー、はやしタ

クシー 

種子島内の路線バス

をコミバス化・デマン

ド化。 

＜ポイント＞ 

・移行にあたっての課

題 

・予算の確保 

・利用促進 
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3.2ヒアリング確認事項の整理と分析の視点 

実施方針：【持続可能性の定義】 

➢ 経済面・社会面・運営面それぞれで持続可能性を定義し、それをヒアリングで確認 

 

⚫ ヒアリングにあたっては、3 つの観点でコミュニティ交通の持続可能性を定義した 

⚫ 特に、自治体向け説明資料の構成を見据えたヒアリング内容とした 

⚫ ヒアリング実施前に調査票を事前送付し、効率的なヒアリングを実施した 

 

表 持続可能性の観点とヒアリング項目の概要 

 定義 ヒアリング項目 自治体向け説明資

料の整理項目 

経済的 

持続可能性 

・ 輸送人員・人キロ 

・ 走行キロ 

・ 平均乗車密度（≒乗合

率） 

・ 収支率 

・ 実車率 

・ 営業外収益の確保 

・ 輸送実績報告事項につ

いて確認 

・ 路線定期運行の指標： 

・ 区域運行の指標： 

・ モニタリング手法・体制 

・ 現状診断に活

用 

・ 「カネ」「モノ」

の準備 

社会的 

持続可能性 

・ 代替前の運行時の移動

ニーズに関するギャッ

プ（利用者にとって不便

な点）を把握 

・ 他分野共創状況 

・ 住民の当事者・運営参加

意識 

・ 利便性を高めるために

どのようなことを行っ

たか・連携したか 

・ 沿線住民は運行に対し

て主体性があるか 

・ 現状診断に活

用 

・ 「ヒト」「モノ」

の準備 

運営的 

持続可能性 

・ 運転者の年齢構成や入

職者数と退職者数、採用

における工夫点 

・ 新技術の活用 

・ 運行見直しに関する協

議会でのこれまでの議

論回数（年平均値） 

・ 持続的な運営に向けた

資源を確保できている

か 

・ 移動ニーズの変化や社

会技術の変化に柔軟に

対応しているか 

・ 現状診断に活

用 

・ 「ヒト」の準備 

  



 

 

 3-6 

3.3調査票 

依頼文・調査票案は次ページのとおり。 
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【自治体宛】 
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【交通事業者宛】 
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【交通会議宛】 

  



 

 

 3-10 

【別紙】 
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【自治体・事業者等へのヒアリング調査票】 
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【自治体・事業者等へのヒアリング調査票（くま川鉄道様）】 
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【自治体・事業者等へのヒアリング調査票【宮崎交通様_のるーと宮交】】 
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 3-31 
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3.4調査結果 

下表に示すとおり、ヒアリング調査を実施した。詳細なヒアリング結果については、別添の

参考資料にて示す。 

 

表 ヒアリングの概要 

No. ヒアリング先 実施日 

1 宮若市 令和 7年 10月 22日（水） 10:00～11:00 

2 久山町 令和 7年 10月 21日（火） 10:00～10:45 

3 岡垣町 令和 7年 10月 30日（木） 14:00～14:40 

4 唐津市 令和 7年 10月 29日（水） 10:25～10:50 

5 島原市 令和 7年 10月 22日（水） 11:00～12:00 

6 熊本市 地域交通支援課 令和 7年 10月 16日（木） 10:00～11:00 

7 小国町 令和 7年 10月 21日（火） 14:15～15:15 

8 
くま川鉄道・熊本県交通
政策課※ 令和 7年 10月 29日（水） 11:00～12:00 

9 中津市地域振興・広聴課 令和 7年 10月 21日（火） 11:00～12:00 

10 佐伯市 令和 7年 10月 21日（火） 13:00～14:00 

11 竹田市 令和 7年 10月 22日（水） 13:00～14:00 

12 高鍋町 令和 7年 10月 20日（月） 13:00～14:00 

13 宮崎交通 令和 7年 10月 20日（月） 11:00～12:00 

14 西之表市 令和 7年 11月 13日（木） 10:00～11:00 

※鉄道代替の路線バスの事例 
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3.5ヒアリングより導かれるポイント 

ヒアリング結果を踏まえ、経済面・社会面・運営面それぞれ持続可能性を整理した。整理の結果を下表に示す。 

表 ヒアリングより導かれるポイント（1／2） 

 運営的持続可能性 経済的持続可能性 社会的持続可能性 

路線廃止や代替交通決

定の経緯  

・早期に交通会議/活性化協議会へ諮り、運輸支局・交通事業

者・自治体で代替運行への移行について合意。 

・県主導・自治体跨ぎ路線の相互連携で事業者探索・許認可手

続を円滑化。 

・赤字補填（補助金）/委託運行の枠組みを早期に明確化し、燃

料・人件費の増嵩見込みを財政と共有。 

・低需要時間帯は予約制へ切替え、空運行を抑制。 

・停留所譲渡・既存資産流用で初期費用を低減。 

・国庫・県補助の活用検討。 

・運賃再設計（均一/ゾーン/距離）で分かりやすさと収入を両

立。  

・広報誌/全戸配布/停留所掲示/SNS で廃止及び代替措置に

関する周知を徹底し、これ以上の利用減を防止。 

廃止連絡～代替運行開

始までの期間  

・複数自治体跨ぎ路線の場合は、交通会議/活性化協議会に相

互に出席する、もしくは複数自治体が共同で組織。 

・幹線への接続（駅・病院・商業施設等で結節）を代替路線の骨

格に据え、運行時間帯もニーズを踏まえながら対応可能な範囲

で検討。 

・引継資産（停留所・折返し場・休憩施設等）の棚卸。 

・事業者選定・車両手配・停留所差替え等を並行で進行。 

・運輸支局/県の伴走支援を依頼し、許認可や申請等の確認。 

・議会時期を意識した工程管理に留意。 

・複数自治体跨ぎ路線の場合は、近隣自治体と費用按分（距離

比等）を早期合意。 

・距離按分の場合、距離が長い自治体が必ずしも最も大きい便

益を得ているわけではないことに留意。（利用者数按分等公平な

按分方法の検討が必要） 

・定期的な利用者である高校生等の通学や通勤利用がある場

合、最優先に朝夕等のダイヤ設計。 

・ダイヤ検討においては、高齢者の通院・買物利用も考慮する。 

・予約制を導入する場合、電話予約を残し、デジタル弱者へ配慮。 

・説明会→チラシ→Web/SNS等の段階的な周知の工夫。 

・試乗会や体験乗車で初期利用を促進。 

・自治会経由の口コミ拡散を促す。 

検討体制（相談相手）と

流れ  

・交通会議/協議会を定期開催、運輸支局・県・有識者・コンサル

が制度面・技術面を補強する体制構築。 

・庁内は必要に応じて福祉・教育・観光部署等の横断連携。 

・自治体跨ぎ路線は、当番制事務局などで実務を分担。 

・廃止路線の旧交通事業者と利用に係るデータ/施設の引継ぎ。 

・モニタリング設計（指標/実施頻度）を行う。  

・財政と人件費・燃料費等の上昇可能性を共有し、予算の中期

見通しを作成。 

・自治体跨ぎ路線は、費用按分ルール（距離/利用比等）を文書

化。 

・運賃収入以外の収入は検討するものの、補助的位置付けで過

度な期待は回避。 

・住民代表の交通会議/協議会への参加や、アンケート等の各種

調査で需要把握の精度を向上。 

・学校/病院/商業施設等の営業時間を確認し、ダイヤへ反映。 

施設（停留所等）の引

継ぎ  

・既存停留所の標柱の取り扱いを確認。 

・道路使用許可や占用許可申請者名が変更となるため、図面等

旧交通事業者から引き継ぎ可能な書類・データは確実に受領。 

・折返し/休憩施設は既存用地を継続利用可能か旧交通事業者

へ確認し、不可の場合の代替地を確保。 

・既設資産を活用できる部分は全て活用し、設備投資を抑制。  ・病院/商業施設/役所等への敷地内乗り入れや必要に応じて折

り返し場としての活用を検討。 

・自治会等の地元ともバス停維持管理や折り返し場の協力を得

る。 

運行事業者の手当て・

選定  

・近隣の乗合免許保有事業者を優先して事業者確保。 

・自治体跨ぎ路線は、運輸支局や県の協力も得て事業者確保。 

・長期委託/随意契約で安定的に事業者確保（対応可能社が限

られる地域）。 

・最終的な選択肢として公共ライドシェア（社協/NPO/行政）も

考慮。 

・廃止予定路線の利用状況や代替路線の運行計画から、妥当な

単価を設定。（キロ当たりのブロックごと標準経常費用は一定の

運行規模にしか当てはめられないことに留意） 

・長期契約により車両投資・人材育成のコスト回収が可能。 

・地域に根差した事業者選定で、定期的対話/迅速な改善が可

能。  
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表 ヒアリングより導かれるポイント（2／2） 

 運営的持続可能性 経済的持続可能性 社会的持続可能性 

運転士・人員確保  

・普通二種対応車両の運用で採用の裾野を拡大。 

・公共ライドシェアによる運行の場合は、自治体 OB活用/自治体

職員兼務等で人員確保の最適化・効率化。 

・人件費改定を委託費に反映し、毎年度協議。 ・地域イベントで職業 PR/体験を実施し担い手の育成に寄与。 

  

車両確保  

・自治体購入→事業者貸与/リースで可用性を確保。 

・需要/道路幅に応じたサイズ選定（ワゴン/小型バス）。 

・予備車の確保と代替運用方法の明確化。 

・県/国補助活用や中古車両購入で設備投資を最適化。 

・車両更新のタイミングを中期財政見通しに反映。 

・低床/車椅子対応でバリアフリー化。 

移動ニーズの変化への

対応  

・通学時刻に確実に対応したダイヤ編成。 

・午前中の通院需要の集中などに合わせたダイヤを設定。 

・昼間（利用少）は予約制、朝夕（通勤通学利用）は路線定期運

行といったハイブリッドな運行も検討。 

・予約制運行へ移行することで、低需要帯の空運行を削減し経

費を最適化。（旧路線で平均乗車密度が 2 を下回るような場合

は予約制運行を要検討） 

・移動需要へ的確に対応した車両選定で、積み残しを確実に防

止。（公共交通離れの食い止め） 

技術変化（DX・決済・情

報提供）  

・GTFS整備で Google等に反映するなど、路線案内の一元化。 

・ICカード/QR決済等キャッシュレス対応の導入検討。 

・キャッシュレス決済手段と合わせ、利用データ取得方法を検討。 

・予約制運行の場合は、デマンドシステム導入のイニシャル費用

やランニング費用、コールセンター費用に留意。 

・電話予約の対応も準備することで高齢者等にも配慮。  

運行開始の初期費用の

積算  

・既存施設・設備等の活用可否を確認。 ・人件費/燃料費/車両改造費など必要な見積項目を網羅的に

確認・精査。  

 

運行開始後のランニン

グコスト・増加対応  

・乗降データに基づくダイヤ編成・便数の確保で利用状況に見合

った効率的運行。  

・燃料費・人件費の上昇を中期的なコスト試算に織込み、財政部

署と折衝。 

・低需要帯は予約制の運行形態への変更で運行経費抑制。 

・副収入は補助的な位置付けとして見込む。 

・運賃の値上げ時は、生活の圧迫とならないような割引等の工夫

と利便性の確保で、利用者の理解を得るように合意形成。 

・通学等の定期券への補助等、利用者負担への配慮。 

運行指標（路線定期／

区域運行）とモニタリン

グ  

・平均乗車密度の設定（例：路線定期 2以上、区域運行1以上）

で目標管理。 

・未達エリア（沿線）はダイヤ/停留所位置の再編等を検討。 

・便別・停留所別データで費用対効果を評価し増減便の検討。 

・ICデータ/デマンド 1件明細データ等の活用。 

・通学・通院・買物など目的別に利用状況をモニタリング。 

収入源の確保（広告・ス

ポンサー・連携）  

・総合時刻表・車内・停留所広告をセットでスポンサーへ提案し

収入確保。 

・広告収入は総費用の 1桁％規模が一般的。 ・地域企業と共創し、バス停命名権や協賛で関係性を構築。 

運賃制度の工夫・収入

の取り扱い  

・均一/ゾーン/距離制等の運賃制度について、地域特性等をもと

に選択。 

・委託費と運賃収入の相殺で歳入事務軽減を行う。 ・通学者/障がい者等への負担配慮（割引等）。 

利用促進・住民の主体

的関与  

・ターゲットに応じた多層的・段階的な周知（広報誌/全戸配布/

停留所掲示/自治会/民生委員/SNS）。 

・試乗会/車両展示/乗り方教室等で利用体験機会の提供。 

・地域イベントと連携し利用促進・利用増加を目指し、運賃収入

の増加を図る。 

・マイバス意識の醸成（利用の呼びかけ合い/停留所の維持協

力）。 

・福祉分野の外出支援との連携で必要な移動手段を提供。  

・試乗会や PR イベント等を含む周知の充実・継続で利用定着を

図る。 
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4 自治体向け説明資料の作成 

4.1資料作成の方針 

実施方針：【資料は「ヒト・モノ・カネ」の視点で整理】 

➢ 自治体が代替コミュニティ交通の運行開始まで（開始後含め）何をいつまでに行え

ばよいかを分かりやすく整理 

⚫ 代替コミュニティ交通の検討を始めている自治体にとって、時間的猶予はあまり無いと想定され

る 

⚫ 短時間で持続可能性が高い代替コミュニティ交通を検討するにあたっては、ポイントを絞った資

料が必要である 

⚫ 特に、交通事業者主体の運行が成立しなかった路線を引き継ぐにあたり、現在の運行内容の

改善を行わなければ持続可能性は担保されない 

⚫ 下表の分類・項目で資料を作成し、自治体担当者にとって持続可能性の高い運行を目指すバ

イブルとなることを目指す 

 

 

4.2紹介事例の抽出の方針 

⚫ 今後増加すると考えられるコミュニティ交通への転換のパターンを想定し、紹介事例を抽出する 

⚫ 抽出の観点は以下のとおりである 

→ 関係者と連携しつつ、幹線輸送からコミュニティ交通への円滑な転換を実施した事例 

→ 運行形態の変化を伴うコミュニティ交通への転換を実施した事例 

→ 上記に該当し、例外的な転換の経緯を有する事例 
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4.3ヒアリング結果を踏まえた紹介事例の抽出 

発注者との協議の上、好事例として 4 事例、番外編事例として 2 事例を資料にて紹介するこ

ととした。 

表 ヒアリング結果を踏まえた紹介事例 

ヒアリング対象◎抽出→赤字：好事例(4)、緑字：番外編(2) 

 

 

 

 

地域間や自治体内

の地域間（合併し

た地域間）幹線輸

送を転換した例 

自治体内の支線バ

スを路線定期運行

のコミバスに転換 

自治体内の支線バ

スを予約制乗合タ

クシー（基本ダイ

ヤ、定路線型）に

転換 

自治体内の支線バ

スをいわゆるオン

デマンド交通（非

固定ダイヤ、自由

経路）に転換 

政令市/中核市等 

― ― ― 

◎チョイソコくま

もと西南 

◎宮交のるーと 

都市圏ベッドタウ

ン 

◎久山町イコバス 

 

◎岡垣町コミバス 

 
― 

〇筑紫野のるーと 

人口 10 万人規模

の自治体 

◎コミュニティバ

ス宮若・宗像線 

〇延岡市コミュニ

ティバス 

〇都城市広域コミ

ュニティバス 

◎豊前・中津コミ

ュニティバス 

〇八代市コミバス 

〇薩摩川内市乗合

タクシー 

〇天草市乗合タク

シー 

◎チョイソコから

つ 

〇天草市栖本地域

AIオンデマンド 

人口 5万人規模の

自治体 

◎佐伯市コミュニ

ティバス 

◎くま川鉄道（災

害時の代替輸送） 

 

※南島原市 島鉄

代替バス 

◎竹田市コミュニ

ティバス 

◎高鍋町・都農町

広域コミバス 

◎種子島わかさ姫

（市街地巡回） 

〇那珂川市コミュ

ニティバス 

〇山都町コミュニ

ティバス 

◎種子島どんが 

タクシー（デマン

ド型乗合タクシ

ー） 

〇豊後大野市あい

のりタクシー 

 

 

◎島原市コミュニ

ティバス「たしろ

号」  

〇豊後大野市コミ

タク 

〇チョイソコみな

みしまばら 

〇チョイソコしぶ

し 

小規模な過疎自治

体 

◎小国・南小国に

じバス 

※高千穂町・日之

影町 高千穂線代

替バス高千穂線  

〇波佐見町タウン

バス 

〇対馬市営バス

（こんどろバス） 

〇香春町かわらく

バス 

〇東峰村乗合タク

シー 

◎ヒアリング対象（14自治体） 

〇事例選出（17） 

※鉄道代替の路線バスの事例を抽出（2） 

 

  

運行形態の変更 
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4.4自治体向け説明資料 
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